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企業活動における脱炭素化の重要性が高まる中、製造工程における自社のCO₂排出量削減に
加え、製品輸送などサプライチェーン全体（Scope3：サプライチェーン排出量）を通じた排
出量削減の取組が求められています。 
東京都では、SAF（Sustainable Aviation Fuel）やバイオ燃料等を活用した航空・海上貨物輸

送により脱炭素化に取り組む都内企業を、貨物代理店を通じて支援する「企業のScope3（物
流分野）対策促進事業（航空・海上輸送）」を実施しています。 
このたび、本事業において対象となる貨物代理店を決定しましたので、お知らせします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 
 （事業全般に関わること） 
   産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課 

 電話：03-5000-7721（直通） 
 （決定に関わること） 

 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）  
 電話：03-5990-5068（直通） 

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。 

戦略20 ゼロエミッション サーキュラーエコノミーへの移行 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲2050東京戦略 

 

 

貨物代理店 

（参考）事業スキーム 

⑥補助 

①補助申請・決定 

申請者 

⑤証書発行 

 

 

②輸送依頼 

荷主（大企業・中小企業） 

貨物代理店 
航空会社 

③輸送実施依頼 

④輸送報告 
東京都環境公社 

海運会社 

（企業は五十音順） 

下記の貨物代理店を通じ、SAF やバイオ燃料等を使用した航空・海上貨物輸送を行う 

都内企業（荷主企業）を支援します。 

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/

